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■
納
期
限

　

普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収

す
る
場
合
は
年
4
回
で
、6
月・8
月・

10
月
・
1
月
の
各
月
末
が
納
期
限
と

な
っ
て
い
ま
す
。

※
土
・
日
曜
日
・
祝
日
の
場
合
は
翌
日

▼
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
の
対

　
象
と
な
る
人
へ

　

4
月
1
日
現
在
、
65
歳
以
上
の
人

で
年
金
所
得
に
対
し
て
、
市
・
県
民

税
の
納
税
義
務
が
あ
る
人
は
、
公
的

年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
の
方
法
に

よ
っ
て
徴
収
し
ま
す
。
徴
収
月
お
よ

び
徴
収
税
額
は
、
下
表
の
と
お
り
で

す
。（
公
的
年
金
以
外
の
所
得
に
対
す

る
市
・
県
民
税
額
は
普
通
徴
収
ま
た

は
給
与
か
ら
の
特
別
徴
収
と
な
り
ま

す
。）

※
介
護
保
険
料
が
年
金
か
ら
引
き
落

　

と
し
さ
れ
て
い
な
い
人
や
引
き
落

　

と
し
さ
れ
る
市
・
県
民
税
額
が
老

　

齢
基
礎
年
金
な
ど
の
額
を
超
え
る

　
人
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

※
給
与
か
ら
の
特
別
徴
収
の
方
法
に

　

よ
っ
て
徴
収
す
る
税
額
に
つ
い
て

　

は
、「
給
与
所
得
に
係
る
市
民
税
・

　

県
民
税
特
別
徴
収
税
額
の
決
定
通

　

知
書
」
を
事
業
所
へ
送
付
し
て
い

　
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】　
課
税
課

　

年金から引き落とし（特別徴収）
2月

10,000 円
今年度の年税額の残り 3分の 1

12月
10,000 円

10月
10,000 円

8月
10,000 円

前年度の 2月と同じ額

6月
10,000 円

4月
10,000 円

徴収月
税　額
徴収税額

市・県民税の納税通知書を郵送します平成
23年度

年金から引き落とし（特別徴収）
2月

10,000 円
6分の 1

12月
10,000 円
6分の 1

10月
10,000 円
6分の 1

納付書で納める（普通徴収）
8月

15,000 円
4分の 1

6月
15,000 円
4分の 1

徴収月
税　額
徴収税額

●今年度から特別徴収を開始する人

●前年度も特別徴収していた人

　平成 23 年度の市 ･ 県民税納税通知書を 6 月 13 日㈪に郵送します。金融機関のほか、コンビニエン
スストアでも納付できますのでご利用ください。

＜市・県民税の年税額が 6万円（年金所得のみ）の場合＞
コンビニ

☎
22
・
９
６
１
３　
ＦＡＸ
22
・
９
６
１
８

下
水
道
排
水
設
備
工
事

責
任
技
術
者
認
定
試
験

　

排
水
設
備
工
事
を
施
工
す
る
た
め
に
は
、
市
で
指
定
工
事
店
と

し
て
の
指
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
指
定
を
受
け
る
に
は
、
㈶
三
重
県
下
水
道
公
社
が
発
行
す

る
下
水
道
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
証
が
必
要
で
す
。
指
定
を

受
け
よ
う
と
す
る
人
が
、
ま
だ
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
証
を

お
持
ち
で
な
い
場
合
、
下
水
道
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
認
定

試
験
を
受
験
し
て
く
だ
さ
い
。

	

■
と　
き　
12
月
13
日
㈫　
午
後
１
時
～

■
と
こ
ろ　
三
重
県
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
（
津
市
一
身
田
上
津
部
田
１
２
３
４
）

■
内　
容　

　
①
下
水
道
に
関
す
る
一
般
知
識	

　
②
排
水
設
備
に
関
す
る
法
令	

　
③
事
務
手
続
き	

　
④
設
計
お
よ
び
施
工
な
ら
び
に
維
持
管
理
に
関
す
る
も
の

■
手
数
料　
８
，
０
０
０
円

■
申
込
書
設
置
開
始
日　
６
月
30
日
㈭

■
申
請
書
設
置
場
所　
下
水
道
課
・
㈶
三
重
県
下
水
道
公
社

■
申
込
期
間　
７
月
１
日
㈮
～
８
月
22
日
㈪　
※
当
日
消
印
有
効

■
申
込
方
法　
郵
送
（
簡
易
書
留
）・
持
参

■
申
込
先

　
㈶
三
重
県
下
水
道
公
社　

　
雲
出
川
左
岸
浄
化
セ
ン
タ
ー　
排
水
設
備
担
当	

■
問
い
合
わ
せ

　
㈶
三
重
県
下
水
道
公
社　
　

　
☎
０
５
９・２
３
５・２
０
３
０　
ＦＡＸ
０
５
９・２
３
５・１
７
５
６

　
下
水
道
課

　
☎
43
・
２
３
１
８　
ＦＡＸ
43
・
２
３
２
０
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■
自
動
交
付
機
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

①
住
民
票
の
写
し
の
交
付

②
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付

※
希
望
に
よ
り
選
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

印
鑑
登
録
を
さ
れ
て
い
な
い
人
で
、
印

鑑
登
録
証
明
書
交
付
サ
ー
ビ
ス
を
希
望
さ

れ
る
場
合
は
「
登
録
印
」
を
お
持
ち
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
す
で
に
印
鑑
登
録
を
さ
れ

て
い
る
人
は
「
印
鑑
登
録
証
」
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

地上デジタル放送の臨時相談コーナーを開設地上デジタル放送の臨時相談コーナーを開設
　
総
務
省　
三
重
県
テ
レ
ビ
受
信
者
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、
７
月
24
日
の
ア
ナ
ロ

グ
放
送
終
了
に
伴
い
、
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
視
聴
方
法
な
ど
の
ご
相
談
を
お
受
け
す

る
「
臨
時
相
談
コ
ー
ナ
ー
」
を
開
設
し
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
場
合
に
よ
っ
て
は
戸
別
訪
問
も
実
施
し

ま
す
の
で
、
希
望
す
る
人
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

︻
問
い
合
わ
せ
︼

　
総
務
省　
三
重
県
テ
レ
ビ
受
信
者
支
援
セ
ン
タ
ー

（
デ
ジ
サ
ポ
三
重
）　
☎
０
５
９・
２
１
３・
１
０
３
０

地上デジタル放送の臨時相談コーナーを開設
開設日 開設場所 開設時間

6 月 29 日㈬ 伊賀支所１階玄関ロビー 午前９時 30 分～午後４時 30 分6 月 30 日㈭
7 月　3 日㈰ 島ヶ原温泉やぶっちゃ 午前 10 時 30 分～午後５時 30 分
7 月　4 日㈪ 島ヶ原支所１階玄関ロビー

午前９時 30 分～午後４時 30 分

7 月　6 日㈬ 阿山支所１階玄関ロビー7 月　7 日㈭
7 月 11 日㈪ 青山支所１階玄関ロビー7 月 12 日㈫
7 月 15 日㈮ 大山田支所１階玄関ロビー
7 月 16 日㈯ 大山田温泉さるびの 午前 10 時 30 分～午後５時 30 分
7 月 19 日㈫ 本庁南庁舎１階玄関ロビー

午前９時 30 分～午後４時 30 分

7 月 20 日㈬
7 月 23 日㈯ 中央公民館１階玄関ロビー
7 月 25 日㈪ 本庁南庁舎１階玄関ロビー7 月 29 日㈮
7 月 31 日㈰ 中央公民館１階玄関ロビー
8 月　1 日㈪

本庁南庁舎１階玄関ロビー

8 月　5 日㈮
8 月 10 日㈬
8 月 24 日㈬
8 月 25 日㈭
8 月 26 日㈮

■
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
︵
住
基
カ
ー
ド
︶

　
と
は
⋮

　

高
度
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
機
能
を
備
え
た

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
で
、
カ
ー
ド
内
部
に
住
民
票

コ
ー
ド
と
暗
証
番
号
が
記
録
さ
れ
て
い

て
、
申
請
に
よ
り
機
能
を
追
加
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
顔
写
真
な
し
と
顔
写
真

あ
り
の
２
種
類
が
あ
り
ま
す
。

︽
申
請
先
︾
住
民
課
・
各
支
所
住
民
福
祉
課

︽
交
付
手
数
料
︾　
５
０
０
円

※
顔
写
真
あ
り
の
カ
ー
ド
を
希
望
さ
れ
る

　

人
に
は
、
写
真
撮
影
を
さ
せ
て
い
た
だ

　
き
ま
す
。（
無
料
）

■
ど
ん
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
？

①
平
日
の
時
間
外
や
休
日
で
も
自
動
交
付

　

機
で
住
民
票
の
写
し
や
印
鑑
登
録
証
明

　
書
が
取
れ
ま
す
。

※
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
多
目
的
利
用

　
申
請
が
必
要
で
す
。

②
運
転
免
許
証
の
よ
う
な
本
人
確
認
書
類

　
と
し
て
使
用
で
き
ま
す
。

③
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

　

に
よ
る
確
定
申
告
や
各
種
行
政
手
続
き

　
な
ど
の
電
子
申
請
が
で
き
ま
す
。

※
電
子
証
明
書
の
申
請
（
５
０
０
円
）　

　
が
必
要
で
す
。

■
自
動
交
付
機
を
利
用
す
る
に
は
⋮

　

住
基
カ
ー
ド
に
多
目
的
利
用
の
機
能
の

登
録
が
必
要
で
す
の
で
、
本
庁
舎
住
民
課

で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を

作
り
ま
せ
ん
か　

⇒

伊賀市役所・近鉄名張駅東口〈自動交付機を設置しています〉

【問い合わせ】
　住民課
　☎22-9645　FAX  22-9643

《稼働時間》
◦伊賀市役所
　午前７時 30 分～午後８時
◦近鉄名張駅東口
　午前７時～午後 10 時


